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3.1.1 概要 

この章では、食品衛生申請等システムの中で、「食品リコール機能」の操作手順について説明します。 

 

●食品リコール機能とは 

「食品リコール機能」では、回収事案の登録から回収事案の公開までの業務が対象範囲です。対象範囲内の、回収

事案の登録、回収事案の確認・報告、回収事案の公開、回収事案の修正登録、回収事案の取下げ、回収事案の

検索、集計データ出力の各業務における利用シーンは、業務の流れのとおりです。 

 

●業務の流れ 

「食品リコール機能」における、業務の流れは次のとおりです。 
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3.1.2 利用者種別と役割 

「「食品リコール機能」の利用者は次のとおりです。それぞれの利用者の役割について示します。 

 

利用者種別 役割 

厚生労働省 全ての回収事案の確認、公開を行います。 

都道府県等本庁 管轄する回収事案の確認と厚生労働省への報告を行います。 

保健所 管轄する回収事案の確認を行います。 

食品等事業者 新規回収事案の登録、並びに回収状況の登録を行います。 

消費者等 回収事案の検索、照会を行います。 
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3.2.1 回収事案の新規登録 

リコール対象となる回収事案について、食品等事業者が新規登録するための機能です。登録完了後、管

理番号を付与し、登録を行った旨を、管轄する都道府県等本庁・保健所にメールで通知します。 

 

(1) 回収事案の新規登録画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の届出」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞ 
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初期画面が表示されます。 

＜回収事案新規登録(全体)＞ 
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(2) 回収事案の各項目を入力します 

各項目を入力します。 

フリー形式の入力項目は、予め例としてガイドが表示されていますので、ガイドの形式を参考に入力し

て下さい。 

 

＜回収事案新規登録＞ 

 

【届出者】 

ログインした食品等事業者の情報が自動で表示されます。 

「回収等の委託有無」で有を選択すると、「委託等を受けた者情報」の入力フィールドが表示されます。無の場合は表

示しません。 

 

【委託等を受けた者情報】 

「回収等の委託有無」で有を選択すると、表示される入力フィールドです 
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＜回収事案新規登録(続き)＞ 
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＜回収事案新規登録(続き)＞ 

 

「「コメント(非公開)」には、管轄の都道府県等本庁、保健所に対する連絡事項があれば入力して下さい。

この項目は公開時には表示されません。 

全て入力が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
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(3) 入力内容を確認した後、登録をします 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜回収事案新規登録 ＞＞ 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、回収事案の新規登録を行います。 

確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 

管轄する都道府県等本庁・保健所に対して、回収事案登録の旨をメールで通知します。 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 

 

＜回収事案新規登録 ＞＞ 完了＞ 

「戻る」ボタンを押下するとトップメニューに戻ります。 
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3.2.2 回収事案の修正登録 

リコール対象となる回収事案について、再登録を行う場合に使用する機能です。再登録は以下のような

場合に行います。 

 内容に不備が有り、差戻しされたため、修正後の再登録が必要になった場合 

 健康被害について状況変更が有った場合 

 回収状況について報告する場合、回収が完了した場合 

 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の検索」ボタンを押下します。 

＜トップメニュー＞ 
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(2) 修正対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。食品等事業者にて登録した、全回収事案が表示されます。 

 

＜回収事案検索＞ 

修正対象の回収事案の先頭にある、「修正」ボタンを押下します。 
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(3) 修正内容を入力します 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 

 

＜回収事案変更(全体)＞ 
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修正が必要な項目について、追記・訂正を行います。 

回収が完了した場合は、回収状況に記入すると共に、必ず「最終報告」欄にチェックを入れて下さい。

チェックを入れると、「回収が終了した年月日」が表示されるので入力して下さい。 

 

＜回収事案変更＞ 
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＜回収事案変更(続き)＞ 
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＜回収事案変更(続き)＞ 

 

全ての入力が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
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(4) 入力内容を確認した後、登録をします 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜回収事案変更 ＞＞ 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、回収事案の修正登録を行います。 

確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 

管轄する都道府県等本庁・保健所に対して、回収事案修正の旨をメールで通知します。 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 

 

＜回収事案変更 ＞＞ 完了＞ 

 

「「戻る」ボタンを押下すると回収事案検索画面に戻ります。 
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3.2.3 回収事案の取下げ 

リコール対象となる登録済みの回収事案を、取下げる場合に使用する機能です。 

取下げ後、取下げた旨を、管轄する都道府県等本庁・保健所、及び厚生労働省にメールで通知します。 

 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の検索」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞ 
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(2) 取下げ対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。食品等事業者にて登録した、全回収事案が表示されます。 

 

＜回収事案検索＞ 

取下げ対象の回収事案の先頭にある、「修正」ボタンを押下します。  



 

20 

(3) 内容を確認した後、取下げします 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 

 

＜回収事案変更＞ 

 

取下げ対象の回収事案の内容か確認し、問題が無ければ「取下げ」ボタンを押下します。 

確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 

管轄する都道府県等本庁・保健所に対して、回収事案取下げの旨をメールで通知します。 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、回収事案検索画面に戻り、再選択します。 

なお、取下げ済の回収事案を選択した場合は、「取下げ」ボタンは表示されません。 
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取下げが完了すると、回収事案検索画面に戻り、完了メッセージが表示されます。 

 

＜回収事案検索＞ 
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リコール対象となる回収事案について、保健所が確認するための機能です。確認対象には、新規回収事

案、修正登録した回収事案、及び公開済の取下げ事案を含みます。 

 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の報告・公表」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞ 
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(2) 確認対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。確認待ちの、全回収事案が表示されます。 

 

＜回収事案検索＞ 

 

確認対象の回収事案の先頭にある、「詳細」ボタンを押下します。 
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(3) 必要があれば、修正内容を入力します 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 

 

＜回収事案確認(全体)＞ 
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登録内容について修正は可能です。必要に応じて修正入力して下さい。 

「「健康への危険性の程度」とその「詳細」は、保健所または都道府県等本庁で入力する項目です。 

 

＜回収事案確認＞ 

  



 

26 

＜回収事案確認(続き)＞ 
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＜回収事案確認(続き)＞ 

 

内容を確認し、問題が無ければ、「戻る」ボタンを押下して、回収事案検索画面に戻ります。 

修正入力した場合は、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 
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(4) 修正した場合、入力内容を確認後、登録をします 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜回収事案確認 ＞＞ 確認＞ 

 

問題がなければ、「登録」ボタンを押下して、回収事案の修正登録を行います。 

確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 

 

＜回収事案確認 ＞＞ 完了＞ 

 

「「戻る」ボタンを押下すると回収事案検索画面に戻ります。 
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(5) 回収事案の差戻しをします 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 

(3)と同じ画面ですが、差戻しをする場合について説明します。 

 

＜回収事案確認＞ 

 

登録内容に不備があれば、コメント(非公開)に差戻し理由を記入し、「差戻し」ボタンを押下します。 

確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 

食品等事業者に対して、回収事案差戻しの旨をメールで通知します。 

 

  



 

31 

差戻しが完了すると、回収事案検索画面に戻り、完了メッセージが表示されます。 

 

＜回収事案検索＞ 
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リコール対象となる回収事案について、都道府県等本庁が確認するための機能です。確認対象には、新

規回収事案、修正登録した回収事案、及び公開済の取下げ事案を含みます。 

確認後は厚生労働省への報告を行います。 

 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の報告・公表」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞ 
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 (2) 確認対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。確認待ちの、全回収事案が表示されます。 

 

＜回収事案検索＞ 

 

確認対象の回収事案の先頭にある、「詳細」ボタンを押下します。 
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(3) 報告に必要な項目を入力します 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 

 

＜回収事案確認(全体)＞ 
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登録内容について修正は可能です。必要に応じて修正入力して下さい。 

「「健康への危険性の程度」とその「詳細」は、厚生労働省の報告に必要なため、必ず入力が必要です。 

 

＜回収事案確認＞ 
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＜回収事案確認(続き)＞ 
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＜回収事案確認(続き)＞ 

 

修正入力が完了した場合は、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

回収事案検索画面へ戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 

 

  



 

38 

 (4) 内容を確認した後、報告をします 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、入力内容に問題がないか確認します。 

 

＜回収事案確認 ＞＞ 確認＞ 

 

問題がなければ、「厚労省へ報告」ボタンを押下して、厚生労働省への報告をします。 

確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 

厚生労働省に対して、回収事案についてメールで通知します。 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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登録が完了すると、完了メッセージが表示されます。 

 

＜回収事案確認 ＞＞ 完了＞ 

 

「「戻る」ボタンを押下すると回収事案検索画面に戻ります。 
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 (5) 回収事案の差戻しをします 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 

(3)と同じ画面ですが、差戻しをする場合について説明します。 

 

＜回収事案確認＞ 

 

登録内容に不備があれば、コメント(非公開)に差戻し理由を記入し、「差戻し」ボタンを押下します。 

確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 

食品等事業者に対して、回収事案差戻しの旨をメールで通知します。 
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差戻しが完了すると、回収事案検索画面に戻り、完了メッセージが表示されます。 

 

＜回収事案検索＞ 

  



 

42 

 
リコール対象となる回収事案について、厚生労働省が公開するための機能です。公開対象には、新規回

収事案、修正登録した回収事案、及び公開済の取下げ事案を含みます。 

 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の報告・公表」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞ 
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 (2) 確認対象の回収事案を選択します 

検索画面が表示されます。公開待ちの、全回収事案が表示されます。 

 

＜回収事案検索＞ 

 

公開対象の回収事案の先頭にある、「詳細」ボタンを押下します。 
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(3) 必要があれば、修正内容を入力します 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 

 

＜回収事案公表(全体)＞ 
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登録内容について修正は可能です。必要に応じて修正入力して下さい。 

 

＜回収事案公表＞ 
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＜回収事案公表＞ 
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＜回収事案公表＞ 

 

確認・修正が完了したら、「確認」ボタンを押下して下さい。確認画面に遷移します。 

回収事案検索画面へ戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 
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 (4) 内容を確認した後、情報公開をします 

「「確認」ボタンを押下すると、確認画面が表示されるので、公開して問題ないか最終確認します。 

 

＜回収事案公表→確認＞ 

 

問題がなければ、「情報公開」ボタンを押下して、一般公開します。 

確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 

食品等事業者、及び管轄する都道府県等本庁・保健所に対して、公開した旨をメールで通知します。 

内容に問題がある場合は、「戻る」ボタンを押下して、入力用の画面に戻り、再入力します。 
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公開が完了すると、完了メッセージが表示されます。 

 

＜回収事案公表 ＞＞ 完了＞ 

 

「「戻る」ボタンを押下すると回収事案検索画面に戻ります。 
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 (5) 回収事案の差戻しをします 

選択した回収事案の修正画面が表示されます。 

(3)と同じ画面ですが、差戻しをする場合について説明します。 

 

＜回収事案公表＞ 

 

登録内容に不備があれば、コメント(非公開)に差戻し理由を記入し、「差戻し」ボタンを押下します。 

確認ダイアログが表示されたら、「OK」を押下して下さい。 

食品等事業者に対して、回収事案差戻しの旨をメールで通知します。 
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差戻しが完了すると、回収事案検索画面に戻り、完了メッセージが表示されます。 

 

＜回収事案検索＞ 
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消費者等が公開された回収事案を照会するための機能です。 

 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「公開回収事案検索」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞ 
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 (2) 検索条件を入力して検索します 

検索画面が表示されます。 

検索条件を入力して、「検索」ボタンを押下します。 

「「クリア」ボタンを押下すると、検索条件が全てクリアされます。 

 

＜公開回収事案検索＞ 
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検索が完了すると、検索結果が表示されます。 

トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 

 

＜公開回収事案検索＞ 
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(3) 回収事案の詳細内容を確認します 

検索結果の中から、詳細確認したい回収事案を選び、先頭にある「詳細」ボタンを押下します。 

 

＜公開回収事案検索＞ 
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選択した回収事案の詳細画面が表示されます。 

 

＜公開回収事案詳細＞ 

 

確認が完了したら、「戻る」ボタンを押下して検索画面に戻ります。 
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モバイル端末から、消費者等が公開された回収事案を照会するための機能です。 

 

(1) 回収事案の検索画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報検索」ボタンを押下します。 

 

＜トップメニュー＞ 
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 (2) 検索条件を入力して検索します 

検索条件入力画面が表示されます。 

検索条件を入力して、「検索」ボタンを押下します。 

「「クリア」ボタンを押下すると、検索条件が全てクリアされます。 

トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 

 

＜検索条件入力画面＞ 
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＜検索条件入力画面(続き)＞ 
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検索が完了すると、画面が切替わり、検索結果が表示されます。 

5件毎に回収事案の要約情報が表示されますので、上下にスクロールして確認します。 

5件以上確認する場合は、左右の移動ボタンを押下して確認します。 

検索条件入力画面に戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 

 

＜検索結果表示画面＞ 
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(3) 回収事案の詳細内容を確認します 

左右の移動ボタンを押下して、詳細確認したい回収事案を上下スクロールして選び、右端中央にある

マークをクリックします。 

 

＜検索結果表示画面＞ 
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選択した回収事案の詳細情報画面が表示されます。 

検索結果表示画面に戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 

 

＜詳細情報画面＞ 
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＜詳細情報画面（続き）＞ 
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＜詳細情報画面（続き）＞ 

 

  



 

65 

 
厚生労働省、都道府県等本庁、及び保健所が、回収事案の情報をデータ出力するための機能です。 

 

(1) 回収事案の情報出力画面を起動します 

トップメニューの「リコール情報の出力」ボタンを押下します。 

貼付画面は厚生労働省のものですが、操作方法は都道府県等本庁、保健所も同一です。 

 

＜トップメニュー＞ 
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 (2) 出力条件を入力して、EXCEL ファイルを出力します 

回収事案集計画面が表示されます。 

EXCELファイルを出力する場合は、出力条件を入力して、「Excel出力」ボタンを押下します。 

「「クリア」ボタンを押下すると、出力条件が全てクリアされます。 

 

＜回収事案集計＞ 

 

「「Excel出力」ボタン押下後、条件に合致する回収事案の情報が EXCELファイルで出力されます。 

トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 

 

 

  



 

67 

 (3) 出力条件を入力して、CSV ファイルを出力します 

回収事案集計画面が表示されます。 

CSVファイルを出力する場合は、出力条件を入力して、「CSV出力」ボタンを押下します。 

「「クリア」ボタンを押下すると、出力条件が全てクリアされます。 

 

＜回収事案集計＞ 

 

「「CSV出力」ボタン押下後、条件に合致する回収事案の情報が CSVファイルで出力されます。 

トップメニューに戻る場合は、「戻る」ボタンを押下します。 

 

 


